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照会　福祉課　☎０５３７�１１２１

○�特別弔慰金の趣旨　今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国
としてあらためて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給しています。
◆�支給対象者　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年４月１日において、公務扶助料や遺族年金などを受
ける人がいない場合に、次の先順位のご遺族１人に支給します。

◆支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債（平成28年～平成32年分）
◆請求期限　平成30年４月２日㈪まで
◆請求窓口　福祉課　※御前崎支所での請求はできません。
※今回の特別弔慰金は、平成27年４月１日から申請を受け付けており、既に大勢の人が請求済みです。対象と
なっている人で未請求の場合は早めにお手続きしてください。

順位 支給対象者
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 ①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹（戦没者等と生計関係を有していた人）
4 上記３以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹（戦没者等と生計関係を有していなかった人）
5 上記１から４以外の三親等内の親族（戦没者等と１年以上生計関係を有していた人に限る）

第10回特別弔慰金の請求期限は平成30年４月２日まで01

02 11月・12月は、税の滞納整理強化月間です
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